
風しん抗体検査・風しんワクチン予防接種は無料です！

骨髄移植ドナー登録にご協力ください！

成年年齢が引き下げられます
～成人となる私たち～

消費者トラブルに
ご注意を！

　風しんの発生やまん延を防ぐため、今まで風しんの予防接種を受ける機会がなかった世代を対象に、
無料で抗体検査を実施し、抗体値の低い方は無料で予防接種が受けられます。
　まだ検査を受けていない方へ4月中に再度クーポン券を送付します。

■対象ドナー
　公益財団法人日本骨髄バンクが実施する事業によ
り骨髄などの提供を完了した日に多古町に住所を有
する方（令和３年４月１日以後に骨髄などの提供を
開始した方）
■対象事業所
　ドナー（個人事業主を除く）に対し、ドナー休暇
を与えている国内の事業所（国、地方公共団体、独
立行政法人を除く）

■助成額
ドナー●�骨髄などを提供するための通院や入院の
　　　　日数１日につき2万円（上限14万円）
事業所●�ドナーに与えたドナー休暇1日につき
　　　　1万円（上限7万円）
■申請方法
　骨髄などを提供するために入院をして、退院した
翌日から 1年以内に必要書類を添えて保健福祉セ
ンターへ申請してください。

　骨髄や末梢血幹細胞の提供者（ドナー）の負担を軽減し、骨髄などの提供やドナー登録の増加を推進する
ため、骨髄などを提供したドナーやその方が就業する事業所への助成をします。

　クーポン券の有効期限は令和 5年 3月 31日です。以前送付したクーポン券をお持ちの方は有効期限
が切れていますので使用できません。
　対象の方でクーポン券が届かない方はご連絡ください。

対象者●昭和37年 4月 2日から昭和54年 4月 1日の間に生まれた男性

お問合せ●保健福祉課健康づくり係　☎76-3185

三種混合予防接種費用を全額助成 ！
　年長児の三種混合ワクチンの接種費用を全額助成します。
　就学前幼児の百

ひゃく

日
にち

咳
ぜき

抗体価が低下していることを受けて、就学前の追加接種を日本小児科学会が推奨し
ています。就学前の三種混合の予防接種は任意接種です。
　予防接種を希望される方は、主治医とご相談の上、接種することをお勧めします。

※定期接種完了者に限ります。
　（定期接種の三種混合ワクチンまたは四種混合ワクチンの1期追加接種後6カ月以上経過している方）
※対象者には別途通知をお送りします。詳しくは通知をご覧ください。

今年度の接種対象者●　
平成28年 4月 2日から～平成29年 4月 1日の間に生まれた幼児

無料で接種できる期間●　
4月 1日～令和5年 3月 31日まで
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　成人になると、親などの同意がなくて
も、自分の意思で契約を結んだり、クレ
ジットカードが作れるようになります。
　未成年者の場合、親などの同意がない
契約は民法に基づいて取り消すことがで
きますが、成人になるとできなくなって
しまいます。
　保護がなくなったばかりの高校・大学
在学中の新成人をターゲットにした悪質
商法によるトラブルに巻き込まれないよ
うご注意ください。
　契約や買い物はしっかりと
「考えて」からにしましょう。

契約などに関する相談先
■契約や買い物で困ったなと思ったら
　消費者ホットライン
　☎188
■貸金業に関するお問合せ
　日本貸金業協会
　貸金業相談・紛争解決センター
　☎0570-051-051
　関東財務局　千葉財務事務所　理財課
　☎043-251-7214
■警察への相談
　☎♯9110
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